
JR大宮駅（西口）下車徒歩５分 

令和８年３月 

各  位 

関東信越税理士協同組合連合会 
  〒330-0842 さいたま市大宮区浅間町 2 丁目 7 番地 

TEL 048-650-0333 FAX 048-650-0335 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

 さて、第１６８回関税協組合員実務セミナーを下記の通り開催いたしますので、ご案

内申し上げます。 

敬具 
― 記 ― 

１ 開 催 日 令和８年５月１３日（水） 

２ 開催時間 
１０:３０～１６:３０ （認定研修時間 5H） 【１０:０0受付開始】 

 午前の部  10:30～11:5０   午後の部  13:00～16:３0 

３  テ ー マ ①令和 9年末廃止！期限が迫る「事業承継税制（特例措置）」 
 

②実務家必見！元・審判所長による 
「グレーゾーン」裁決事例徹底解説 

４ 講  師  高橋 達也 先生 

５ 開催場所 メイン会場 大宮ソニックシティ 小ホール  定員４8４名 
さいたま市大宮区桜木町１-７-５  TEL 048-647-4111 

 
 

 

サテライト会場 

 

 
栃木県税理士会館 定員２5名 
栃木県宇都宮市鶴田町 3200-2 TEL 028-637-1007 

群馬県中小企業会館２階 第３会議室  定員２0名 

群馬県前橋市大手町３丁目 3-１ TEL 027-234-6131 

６ ネット受講 
ラ イ ブ 配 信： 令和８年５月１３日（水）１０:３０～１６:３０ 

オンデマンド視聴期間： 令和８年５月２１日（木）～６月３日（水） 

７ 申込期限 

会場・サテライト会場：令和８年４月２８日（火） 
ラ イ ブ 受 講：令和８年５月１２日（火） 
オンデマンド受講：令和８年５月２９日（金） 

８ 受 講 料 
会場（サテライト会場含む）・ライブ受講:５,０００円（税込）  

オ ン デ マ ン ド 受 講:８,０００円（税込） 

 

 

第１６８回 

関税協組合員実務セミナーのご案内 
（会場型に加えて、ライブ・オンデマンド配信もあります。） 

  
 



 

①令和 9年末廃止！期限が迫る「事業承継税制（特例措置）」 

～100％納税猶予・免除もラストチャンスを逃さない！ 

事業承継アレルギーを克服し、新しい収益の柱を築くための集中講座～ 

②実務家必見！元・審判所長による「グレーゾーン」裁決事例徹底解説 

～相続税等の重要論点：債務控除の確実性、申告期限の起算日、資産分類の境界線を究める～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

研 修 会 内 容 

研修会テーマ 

講  師 

① 令和 9年末廃止！期限が迫る「事業承継税制（特例措置）」 

現行の事業承継税制(特例措置)は、中小企業の事業承継を集中的に進める観点の下、非上

場株式に係る贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置

です。事業承継税制について、「複雑でリスクが高い……」と顧問先(中小企業)への提案

を先送りにしていませんか？「よく分からないから」で済まされる時間は、もう残りわ

ずかです。本研修は、これまで承継業務を避けてきた先生方のための「逆転の実務セミ

ナー」です。事業承継税制の知識ゼロからでも分かるよう、特例措置のメリット・要件・

活用法を「端的に」説明し、理解を促します。その上で、顧問先の資産を守り、付加価値

を向上させ、最高の安心感を提供しながら、顧問税理士自身の事務負担・リスクを減ら

して、収益性向上を図る方法も提案します。「苦手」を最高の付加価値に変えて、顧問先

と顧問税理士自身の未来を守るための一歩をここから始めましょう。 

 

研修の 4 大ポイント ＆ 得られるメリット 

⑴特例措置の超・要約解説 ⑵ アライアンス構築の極意 

⑶直前対策チェックリスト ⑷ ポスト特例の事業承継論 

 

②実務家必見！元・審判所長による「グレーゾーン」裁決事例徹底解説 

本研修では、納税者と課税庁の間で解釈が分かれやすい「グレーゾーン」に焦点を当て、

相続税などに関する重要な裁決事例を掘り下げます。実務上の判断を誤ると、追徴課税

につながるリスクがあるため、先例裁決を通じて税務判断の要諦を習得し、正確な申告

実務に役立てることを目的とします。 

 

高橋 達也（たかはし たつや）先生 
 

■講師略歴 

1990 年～ 大蔵省主税局 

2002 年～ 財務省主税局（税制第一課資産税係課長補佐、主税調査官（資産税担当）等） 

※税制の企画・立案を行っている財務省主税局に長年勤務し、主に、相続税・贈与税や登録免許税 

などの資産課税を担当する。 

特に、2009 年の｢事業承継税制の創設｣をはじめ、2015 年施行の「相続税・贈与税の見直し(基礎 

控除・税率構造の見直し等）」「事業承継税制の抜本的見直し」では、その企画・立案・調整や法令 

案の策定（条文化）など、税制改正作業の全般にわたって中心的な役割を果たす。 

2013 年～ 税務署長（愛知県） 

2015 年～ 東京国税局 特別国税調査官、国税訟務官 

2018 年 税務大学校 専門教育部 教授 

2019 年～ 国税不服審判所 総括国税審判官（東京→本部）  

2021 年～     〃    所長（沖縄→金沢→高松）  

2024 年  高橋達也税理士事務所 開設 

 



１名様につき ５,０００円 （税込/組合員・職員共） 

会場（メイン・サテライト）・ライブ受講 

１名様につき ８,０００円 （税込/組合員・職員共） 

オンデマンド受講 

◆ メイン会場・サテライト会場  令和８年４月２８日（火） 

◆ ライブ受講            令和８年５月１２日（火） 

◆ オンデマンド受講        令和８年５月２９日（金） 

            ※会場の都合により定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

〈メイン会場・サテライト会場〉 

1. 参加をご希望の方は、次頁申込書をご確認の上、FAX または関税協ホームページよりお申し込み
ください。 

2. お申し込み受付後、順次、受講票と請求書（振込用紙）をお届けします。事前にお振込みのうえ、
受講票を大切に保存してください。 

3. 当日ご入場の際は、受講票が必要です。必ずご持参いただき受付係員にお渡しください。（万一、
受講票を紛失された場合は、事前に大蔵財務協会までご連絡ください）。 

4. 事前にお申込みいただいていない方は、ご入場出来ませんので、予めご了承ください。 

5. キャンセルにつきましては、４月 29 日（水）までにご連絡をいただければご返金させていただき
ます。なお、それ以降のキャンセル、当日欠席者につきましては後日テキストを発送し、受講料
の返金はいたしかねますので、ご了承のうえお申し込みください。 

〈ライブ受講・オンデマンド受講 〉 

1. 関税協ホームページよりお申込みいただき、メールにてご案内いたします。詳細は、同封の「ラ
イブ・オンデマンド受講 お申込みの流れ」をご参照ください。 

2. 受講料は事前支払とさせていただきます。キャンセルにつきましては、4 月２９日（水）までにご
連絡をいただければご返金させていただきます。（振込でお支払いいただいた場合、振込手数料を
差し引いた金額のご返金となります。）それ以降のご返金は出来ません。なお、インターネット受
講をお申込の方でお客様のＰＣ・インターネット回線の状況により、映像が途切れる、または停
止するなど正常に視聴できなった場合も同様です。 

 

※研修会が中止になった場合は、受講料全額をご返金いたします。なお、会場受講お申込みの方は、 
テキスト印刷後にセミナーが中止となった場合は、テキストを郵送の上、受講料からテキスト代金
（1,500 円）を差引した金額をご返金いたします。 

 

    お 問 い 合 わ せ 

 一般財団法人 大蔵財務協会 

〒130-8585 東京都墨田区東駒形 1-14-1 

TEL:03-3829-41４４ FAX:03-3829-400５ 

 株式会社 日税ビジネスサービス 研修業務部 

〒１６３-１５８８ 東京都新宿区西新宿１-６-１ 新宿エルタワー２９階 

TEL:０３-３３４０-４４８８ FAX:０３-３３４０-２５１４ 

※個人情報の取り扱いについて、ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、サービスの提供に使用させていただくほか、当社が

おすすめするほかの商品・サービスのご案内にも使用させていただく場合がございます。また、登録情報は厳重に管理し、第三

者に開示することは一切ございませんが、公的機関からの要求があった場合は情報提供をさせていただきます。 

申 込 期 限 

参 加 受 講 料 
 

メイン会場・ 

そ の 他 

お問い合わせ 

ラ イ ブ ・ 

オンデマンド

受講について 

お申込み、お支払いについて 



申込書（会場受講用） 
令和８年５月１３日（水） 

第 168回 関税協組合員実務セミナー 

① 令和 9年末廃止！期限が迫る「事業承継税制（特例措置）」 
② 実務家必見！元・審判所長による「グレーゾーン」裁決事例徹底解説 

高橋 達也 先生 
（定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。） 

事 務 所 

所 在 地 

〒     －        

 

事務所名 
 電 話  

F A X  

メイン会場     大宮ソニックシティ 小ホール （定員４８４名）  受講料 5,000円 

 参加者名 
どちらかに〇印 

をしてください 
 参加者名 

どちらかに〇印 

をしてください 

1 
登録番号（                    ） 

税理士 

事務所職員 
4 

登録番号（               ）  

税理士 

事務所職員 

2 
登録番号（              ） 

税理士 

事務所職員 
5 

登録番号（               ）  

税理士 

事務所職員 

3 
登録番号（                    ）  

税理士 

事務所職員 
6 

登録番号（                ）  

税理士 

事務所職員 

サテライト会場     栃木県税理士会館 （定員２5名） 

群馬県中小企業会館２階 第３会議室（定員２０名）   受講料 5,000円（昼食付） 

  参加者名（会場に○印をしてください） 
どちらかに〇印 
をしてください 

 参加者名（会場に○印をしてください） 
どちらかに〇印 
をしてください 

1 
登録番号（             ）栃木 群馬  

税理士 

事務所職員 
3 

登録番号（             ）栃木 群馬  

税理士 

事務所職員 

2 
登録番号（             ）栃木 群馬  

税理士 

事務所職員 
4 

登録番号（             ）栃木 群馬 

税理士 

事務所職員 

  
 

 

 .FAX：03-3829-4005 

★FAX の他、インターネットからもお申込みいただけます。詳細は関税協ホームページをご参照ください。 

インターネット配信のお申し込みは、直接 関税協のホームページよりお願いいたします。 

https://www.kanzeikyo.or.jp/ 

※満席のご案内（会場・ライブ受講について）もホームページで行わせていただきます。 

計 
                 名 

合計金額 
                  円 

新型コロナウイルスは、「5 類感染症」に移行しましたが、引き続き基本的
な感染防止対策のご協力をお願いいたします。 □ 同意する 

 

関税協 研修 ｜検索   


